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本資料の目的 

1. 国際会計基準審議会（IASB）が 2015 年 7 月 30 日に公表した公開草案「IFRS 第 15

号の明確化（IFRS 第 15号の修正案）」（以下「本 ED」という。）の提案内容のうち、

移行時の実務上の便法及びその他のトピックについて概要を説明する。そのうえで、

事務局が示した各論点に対するコメントのための分析及びコメントの方向性（案）

について、ご審議いただきたい。なお、その他のトピックのうち「売上税の表示」

（本資料第 35 項以降）については第 56 回専門委員会（2015 年 9 月 4 日開催）に

おいて審議が行われなかったため、本日は審議を行わない。 

 

本 EDにおける IASB の提案内容 

移行時の実務上の便法 

2. 本 ED では、移行時の実務上の便法について修正が提案されている。以下では、本

論点に関する検討の経緯、提案の概要等及びコメントのための分析について説明す

る。 

（本 ED における質問項目） 

3. 本 ED では移行時の実務上の便法について以下の質問が設けられている。 

質問 4：IASBは、IFRS第 15号への移行時に、次の 2 つの実務上の便法を提案している。 

(a) 企業が次のことを行う際に事後的判断を使用することを認める。(i) 表示する最も

古い期間の期首よりも前に条件変更された契約の中の充足した履行義務と未充足

の履行義務の識別、(ii) 取引価格の算定 

(b) 完全遡及方式を使用することを選択した企業が、表示する最も古い期間の期首にお

いて完了している契約（C2項で定義）に IFRS 第 15号を遡及適用しないことを認め
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る。 

 IASBの決定の理由はBC109 項からBC115項で説明している。FASB1

 IFRS 第 15号の経過措置の修正案に同意するか。賛成又は反対の理由は何か。反対の

場合、どのような代替的な明確化（もしあれば）を提案するか、また、その理由は何か。 

も、条件変更された

契約について移行時の実務上の便法を提案する見込みである。 

（論点：過去に行われた契約変更等の移行時における会計処理） 

4. IFRS第 15 号への移行の経過措置に関連して、修正遡及方式を適用する企業の適用

開始日

現行の関連規定及びTRG会議等において指摘された問題点 

2時点で完了した契約 3についての規定を除き、過去に生じた契約変更につい

て、IFRS第 15号の遡及適用を免除する規定が存在しない 4。したがって、大量の顧

客との契約で契約変更が頻繁に生じ、かつ契約期間が比較的長いことから契約変更

の影響が長期に及ぶ傾向にある業種（例：通信業やソフトウェア産業）の企業に関

して、費用対効果の観点から実務上の便法の使用を認める必要性がTRG会議等で共

有された。 

5. IASB は、過去に生じた契約変更の遡及修正に関する企業の実務上の負担を軽減す

るために、IFRS 第 15号に以下の 2種類の実務上の便法を追加する修正を提案して

いる（適用は企業の任意であり、両方の実務上の便法を選択することも可能）。 

本EDにおけるIASBの提案の概要 

(1) 過去に生じた契約変更に関して、簡便的な方法を用いて遡及修正する選択肢 5

                                                   
1 米国財務会計基準審議会（以下、同様） 

を認める。 

2 企業が IFRS第 15号を最初に適用する報告期間の期首（IFRS15.C2(a)） 
3 IAS第 11号｢工事契約｣、IAS第 18号｢収益｣及び関連する解釈指針に従って識別された財又はサービスの

すべてを企業が移転した契約（IFRS15.C2(b)） 
4 企業は完全遡及方式（IFRS15.C3(a)）又は修正遡及方式（IFRS15.C3(b)）のいずれかを用いて IFRS第 15

号に移行することが要求されている。 

 完全遡及方式を選択する企業は、IFRS第 15号を遡及的に適用し、比較年度の数値を修正再表示しなけ

ればならない。ただし、IFRS第 15号 C5項に規定される一定の実務上の便法（一部の取引に関して遡及適

用を免除）の 1つ又は複数を使用することが認められている。 

 一方、修正遡及方式を適用する企業は、上述の実務上の便法の適用はないが、適用開始日時点で完了し

た契約については、IFRS第 15号は遡及適用されない（IFRS15.C7）。 
5 経過措置に以下の規定を追加することが提案されている。 

「表示する最も古い期間の期首よりも前に条件変更された契約について、企業は、当該契約を契約変更に

ついて遡及的に修正再表示する必要はない。その代わりに、企業は次のことを行う際に、表示する最も古

い期間の期首よりも前に行われたすべての条件変更の合計での影響を反映しなければならない。 

・充足した履行義務と未充足の履行義務の識別  

・取引価格の算定」 
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① 適用対象企業 

 完全遡及方式と修正遡及方式を適用する企業の双方 

② 適用対象取引 

 完全遡及方式を適用する企業：表示する最も古い期間の期首よりも前に条

件変更された契約のみが対象 

 修正遡及方式を適用する企業：表示する最も古い期間の期首よりも前に条

件変更された契約のみが対象 

(2) 従前の会計基準で「完了した契約 3」について遡及修正を行わない選択肢を認

める。 

① 適用対象企業 

 新たに完全遡及方式を適用する企業に対して認める 

② 適用対象取引 

 完全遡及方式を適用する企業：表示する最も古い期間の期首時点で完了し

ている契約のみが対象 

（※）ASBJ スタッフ注：この完了した契約に関する免除規定を追加することによる影響を図示すると 

以下のとおりである。 

遡及免除規定を追加することによる影響 

説明の便宜上、以下を前提とする。 

・X製品の販売と付随する事後的な Yサービスが提供される契約に関して、IAS第 18号「収益」

では Y サービスは別個のサービスとして識別されず、取引価格の総額（100）が X 製品の販売

に関連するものとして、2016 年度中にすべての収益が認識された。したがって、当該契約は

2017年 1月 1日時点で完了した契約と判断される。 

・一方、IFRS 第 15 号では X 製品と Y サービスはそれぞれ別個の履行義務として判断され、Y サ

ービスは 2017年において履行義務が充足されるものとする（対応する取引価格：20）。 

・企業は 2018年 1月 1日より IFRS第 15号を適用するものとする。 

・企業は 1期分の比較情報を開示している。 

 

（IAS第 18号における会計処理） 

 

 

 

 

※IAS第 18号に従い、2016年 12月 31日までに全額の収益が認識されている。 

2017 年

1月 1日 

2018 年

1月 1日 

X製品 100 
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（現行 IFRS第 15号の完全遡及方式を適用した場合） 

 

 

 

 

 

 

 
※IFRS第 15号が遡及適用され、X製品と Yサービスが別個の履行義務として取り扱われ、別々に収

益が認識される。 

 

（本 ED における実務上の便法を選択した完全遡及方式を適用した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 
※2017年 1月 1日時点で完了している契約であるため、IFRS第 15号は遡及適用されない。 

 

（現行 IFRS第 15号の修正遡及方式を適用した場合） 

 

 

 

 

 

 

※2018年 1月 1日時点で完了している契約であるため、IFRS第 15号は遡及適用されない。 

2017 年

1月 1日 

2018 年

1月 1日 

X製品 80 

2017 年

1月 1日 

2018 年

1月 1日 

2017年 1月 1 日時点で完了していない契約に対してのみ IFRS第 15号を遡及適用 

2017 年

1月 1日 

2018 年

1月 1日 

2018年 1月 1 日時点で完了していない契約に対してのみ IFRS第 15号を遡及適用 

 

 

すべての契約に対して IFRS第 15号を遡及適用 

Yサービス 20 

X製品 100 

X製品 100 
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6. 前項の本 ED の修正提案を反映した IFRS 第 15 号の経過措置の概要をまとめると次

の表のとおりである。 

 
過去に生じた契約変更について 

 
従前の会計基準で「完了した契約」について 

完全遡及方式 

C3(a) 

原則 最も古い比較年度の期首

より前に生じた契約変更

も検討して修正再表示 

 
原則 最も古い比較年度の期首時点

で完了している契約について

も検討して修正再表示 
C3(a) 

 
C3(a) 

容認 
実務上の便法として、最も

古い比較年度の期首より

前に生じた契約変更は、簡

便的な方法で修正再表示 

 
容認 

実務上の便法として、最も古い

比較年度の期首時点で完了し

ている契約については修正再

表示不要 
C5(c) 

 
C5(a)(ⅱ) 

修正遡及方式 

C3(b) 

原則 過去に生じた契約変更も

検討して遡及適用（※1） 
 

原則 

C7 

適用開始日時点で完了してい

る契約については遡及適用し

ない（要求事項） 

C3(b) 
 

容認 
実務上の便法として、最も

古い比較年度の期首より

前に生じた契約変更は、簡

便的な方法で遡及適用

（※2） 

 

C7Aで

C5(c)の適

用を容認 
 

 

本 EDの提案で追加された項目 

 

（※1）ただし、適用開始日時点で「完了した契約」に該当する場合を除く。また遡及適用による過年

度の影響は、適用開始日時点の資本で認識 

（※2）遡及適用による過年度の影響は、適用開始日時点の資本で認識 

  

(過去に生じた契約変更に関して簡便的に遡及修正することを認める規定) 

コメントのための分析 

【完全遡及方式を適用する企業に関して】 

7. 完全遡及方式は、IFRS第 15号の規定を過去にわたって遡及して適用し、比較年度

数値も IFRS第 15号ベースで修正再表示することで、同一企業における期間比較可

能性を担保する会計処理である。 

仮に、今回の本 ED の提案のように、表示する最も古い期間の期首よりも前に生

じた契約変更に関して、簡便的に遡及修正する実務上の便法の使用を認めた場合は、
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比較年度数値と適用初年度以降の数値が IFRS第 15号を遡及適用した数値とならず、

期間比較可能性が阻害される要因となる。 

8. 一方、表示する最も古い期間の期首よりも前に生じた契約変更に関して、簡便的に

遡及修正する実務上の便法の使用を認めることは、特に契約変更が頻繁に生じ、契

約変更の影響が長期に及ぶ傾向にある業種の企業において、移行時の実務負担軽減

の観点からは有用である可能性がある。 

9. したがって、本 ED への対応については、本資料第 7 項に記載した期間比較可能性

が阻害される観点と、前項に記載したコストを比較考量によりなされることとなる。 

これらを検討するうえで、我が国において前項に記載したコストに関する懸念が

どの程度あるか確認したい。 

【修正遡及方式を適用する企業に関して】 

10. 修正遡及方式は、比較年度数値を IFRS第 15号ベースで修正再表示せず、同基準の

適用による累積的影響を適用初年度の期首の資本で直接反映する会計処理であり、

比較年度の修正再表示に伴う実務上の負担を削減しつつ、原則として適用初年度以

降の数値は IFRS第 15号を遡及適用した場合と同じ金額で報告されることを担保す

る会計処理である。 

仮に本 ED の提案のように、表示する最も古い期間の期首よりも前に生じた契約

変更に関して、簡便的に遡及修正する実務上の便法の使用を認めた場合は、適用初

年度以降の数値が IFRS第 15号を遡及適用した場合と異なる金額となり、財務諸表

の有用性が阻害される要因となる。 

11. 一方、表示する最も古い期間の期首よりも前に生じた契約変更に関して、簡便的に

遡及修正する実務上の便法の使用を認めることは、本資料第 8 項に記載のとおり、

特に契約変更が頻繁に生じ、契約変更の影響が長期に及ぶ傾向にある業種の企業に

おいて、移行時の実務負担軽減の観点からは有用である可能性がある。 

12. したがって、上記を比較考量するために、本資料第 9項に記載したように、我が国

において本資料前項に記載したコストに関する懸念がどの程度あるか確認したい。 

(完了した契約に関して遡及免除を認める規定) 

13. 本資料第 7項に記載したとおり、完全遡及方式は、IFRS第 15号の規定を過去にわ

たって遡及して適用し、比較年度数値も IFRS第 15号ベースで修正再表示すること

で、同一企業における期間比較可能性を担保する会計処理である。 
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仮に本 ED の提案のように、完全遡及方式を適用する企業に当該免除規定の適用

を認めた場合には、表示する最も古い期間の期首時点で完了している契約に関して

まったく遡及修正が行われないことになり、完全遡及方式を適用する企業の財務諸

表の期間比較可能性を阻害する要因となる可能性がある（FASB が当該免除規定を

追加しない暫定決定を行った理由も同様である。）。 

14. 一方、完全遡及方式を適用する企業に対して、従前の会計基準に基づき完了した契

約に関して遡及適用を免除する実務上の便法を追加することは、移行時の実務負担

軽減の観点からは有用である可能性がある。 

15. したがって、本 EDへの対応については、本資料第 13項に記載した期間比較可能性

が阻害される観点と、前項に記載したコストを比較考量によりなされることとなる。 

これらを検討するうえで、我が国において前項に記載したコストに関する懸念が

どの程度あるか確認したい。 

第 56 回収益認識専門委員会で聞かれた意見 

 一般には、修正遡及方式を採用して、IFRS 第 15号に移行する IFRS 適用企業が多

いのではないか。 

 例えば、IT 業界においては、比較的契約変更が多いため、当該状況を踏まえた場

合、適用コストの観点からは修正遡及方式を用いて移行することが検討されるかも

しれない。一方で、IRの観点からは、完全遡及方式も考えられ、現時点でどちら

の方法が採用されるかについては不明である。作成者の立場からは適用にあたって

選択肢が多い方が望ましいため、実務上の便法の使用を認めることを支持する。 

 契約を全件遡って検討して遡及修正を行うよりも、実務上の便法が認められる方が

適用コストを削減できるため、作成者の立場からは望ましいと考える。 

 実務上の便法の使用を認めることについては、期間比較可能性を阻害するため、利

用者の立場からは望ましくないと考える。 

 完了した契約に関して遡及免除を認める規定を FASB が追加しないことを暫定決定

していることについて、IFRS第 15号と Topic 606 のコンバージェンスが達成され

ていないという点で懸念がある。 

 

ディスカッション・ポイント 1 

事務局の「コメントのための分析」について、ご質問やご意見があれ

ばいただきたい。 
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その他のトピック 

16. IASB は以下の論点について検討を行ったが、審議の結果、これらの論点について

は修正を提案していない。なお、FASB はこれらの論点すべてに関して、修正を提

案する予定である。 

論点：回収可能性（第 19項から第 27項） 

論点：現金以外の対価（第 28項から第 34項） 

論点：売上税の表示（第 35項から第 42項） 

17. 以下では、本論点に関する検討の経緯、提案の概要等並びに分析及びコメントの方

向性（案）について説明する。 

（本 ED における質問項目） 

18. 本 ED ではその他のトピックについて以下の質問が設けられている。 

質問 5：FASBは、回収可能性、現金以外の対価の測定及び売上税の表示に関して、新し

い収益の基準の修正を提案する見込みである。IASB は、これらのトピックに関しては

IFRS 第 15 号の修正を提案しないことを決定した。IASB の決定の理由は、BC87 項から

BC108 項で説明している。 

IFRS 第 15号の修正がそれらのトピックについては要求されないことに同意するか。

賛成又は反対の理由は何か。反対の場合、どのような修正を提案するか、また、その理

由は何か。IFRS第 15 号の修正を提案する場合には、IFRS 第 15 号の要求事項が明確で

ないという理由を説明するための情報を示されたい。 

（論点：回収可能性） 

(対価の回収可能性の評価範囲) 

現行の関連規定及びTRG会議等において指摘された問題点 

19. 顧客との契約について、財又はサービスの提供を停止する権利を企業が有している

場合にも、契約の識別要件のうちIFRS第 15号第 9項(e)の要件（企業が、顧客に移

転する財又はサービスと交換に権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高

い。）を満たさないとして、IFRS第 15号第 15項によって会計処理される 6

                                                   
6 契約の識別要件が定められており、IFRS第 15号第 9項のすべての要件を満たす場合のみ、IFRS第 15号

の通常の収益認識モデルが適用される。仮に IFRS第 15号第 9項の要件をすべて満たさない場合には、IFRS

第 15号第 15項の以下のいずれかの事象が発生するまでは、企業が顧客から返金不要な支払いを一部受け

ていたとしても、収益認識は一切認められないこととされている。 

可能性が

(a) 企業が顧客に財又はサービスを移転する残りの義務を有しておらず、かつ、顧客が約束した対価のす
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あることについて懸念が示された 7

（「解約」時点の解釈) 

。 

20. また、IFRS 第 15 号第 15 項(b)の要件である｢契約が解約されており、顧客から受

け取った対価が返金不要である。｣の「解約」の時点について、顧客が対価の支払

いを行わない場合に、①企業が追加の財又はサービスの提供を止めた時点か、②そ

れとも企業が権利を有する対価の回収行為を止める決定を行った時点のどちらで

あるか、解釈にばらつきがある可能性が示された。 

21. IASB は、本論点に関して修正を提案していない。 

本EDにおけるIASBの提案の概要 

(対価の回収可能性の評価範囲) 

22. IASB は、本資料第 19 項の懸念については、IFRS 第 15 号 BC46 項において IFRS 第

15 号第 9項（e）の評価に関して「顧客が約束どおりに履行せず、そのため企業が

顧客にそれ以上の財又はサービスを移転しないことによって顧客の行動に対応す

るとした場合には、企業は移転されない財又はサービスに対する支払の可能性を考

慮しないことになる」（※）と説明していることに触れ、IFRS 第 15号第 9項（e）の

明確化は必要ないとしている（本 ED BC90 項及び BC91 項）。 

（※）ASBJ スタッフ注：IASBの意図に基づくと、本資料第 19項の脚注 7に記載されているケースに

おいては、企業が顧客への財又はサービスの移転と交換に権利を得ることとなる対価の回収可能性が

高いと判断されれば、IFRS第 15号第 9項(e)の要件を満たすことになり、顧客の不払いへの対応とし

て財又はサービスを顧客に移転しない可能性がある部分を含めた、契約金額総額の回収可能性が高い

ことまでは要求されないと考えられる。 

(「解約」時点の解釈) 

23. IASB は、本資料第 20 項の懸念については、以下の分析から IFRS 第 15 号第 15 項

                                                                                                                                                     
べて又はほとんどすべてを企業が受け取っていて返金不要である。 

(b) 契約が解約されており、顧客から受け取った対価が返金不要である。 

7 TRG会議で懸念が示された具体的な契約の例は、以下のとおりである。 

企業は信用力の低い顧客に対して、3 年間にわたって財及びサービスを提供する取消不能な契約を締

結する。財と最初の四半期に提供されるサービスの対価は、返金不要な前払いとして受領するが、その

後のサービスについては、毎回分割して支払われる。 

顧客が支払を行わない場合には、企業はその後のサービスの提供を止めることができ、顧客の低い信

用力に鑑みサービスの提供を止める可能性があるため、3 年間にわたる契約対価の全額の支払いが行わ

れる可能性が高いとは判断されない。 
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(b)の「解約」が生じるタイミングは、顧客への財又はサービスの提供を止めた時

点であることを企業は適切に判断できると考え、追加の明確化の必要性はないと判

断したとされている（本 ED BC96項）。（※） 

 対価の回収行為を止める企業の決定は、通常、顧客の未回収の対価に関する企

業の権利と顧客の義務に影響を与えない。 

 企業による契約で規定される解約権の行使は、通常、顧客からの未回収の対価

を企業が回収する権利に影響しない。 

（※）ASBJスタッフ注：顧客が約束した対価の支払いを行わない場合、企業は①まず顧客への財又は

サービスの提供を止めて未回収の対価の回収行為を行うが、②これ以上の対価の回収を望めないと判

断した時点で対価の回収行為を止める決定を行い、③そのうえで契約で規定される解約権を行使する

ことが多い事実が TRG会議等を通じて、関係者から指摘されている。IASBは、②及び③の事実の発生

の有無は契約における当事者の権利義務関係に実質的に影響を与えないことから、当事者の権利義務

関係に実質的な影響が生じる①の事実の発生が生じた時点で、解約が生じていると企業は適切に判断

できると考えた。 

24. FASBは、対価の回収可能性の評価範囲について、企業は移転されない財又はサービ

スに対する回収可能性は考慮しないことを基準

FASBの暫定決定 

8本体で明記することを予定してい

る。また、「解約」時点の解釈については明確化を行わず、別途、契約の識別要件

を満たさない場合の新たな収益認識要件 9を追加することを予定している。 

(対価の回収可能性の評価範囲) 

コメントの方向性（案） 

25. 回収可能性の評価は、企業が顧客に移転する財又はサービスと交換に権利を得るこ

ととなる対価部分に限られることは、IFRS第 15号第 9項(e)や BC46 項からすでに

明確であるとも考えられる。ただし、BC46 項の記述は、第 9項(e)の結論の根拠を

説明している内容ではなく、むしろ第 9 項(e)の意図している内容をより詳述して

いるものであるため、基準を構成するよう、IFRS 第 15号第 9項(e) の回収可能性

の閾値の目的を基準において明確にすることが有用と考えられる旨をコメントす

                                                   
8基準本文に加え、適用指針及び経過措置等を含む IFRS第 15号を構成する規範性のある要求事項の総称と

して使用している（以下において同様）。 
9 「対価の回収可能性が高くないために契約の識別要件を満たさない場合、企業は、関連する財又はサー

ビスの支配を移転し、追加の財又はサービスの提供を中止し（及び追加の財又はサービス移転する義務を

有さない）、かつ顧客から現在までに受領した対価が返金不要な場合には、受領した対価の金額で収益を認

識する」旨の要件を追加することを予定している。 
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ることが考えられるがどうか（FASB の修正提案と同様なものとなる。）。 

(「解約」時点の解釈) 

26. 本 ED における IFRS 第 15 号第 15 項(b)の「解約」が生じる時点は、そもそも契約

の識別要件を満たさない非常に限定的な状況に関する論点であるので、この時点で

修正が必要な明確化ではないと考えられる。 

27. したがって、IFRS 第 15号第 15項(b)の「解約」が生じる時点に関して、明確化を

行わないという IASB の提案に同意しても、大きな支障はないと考えられるがどう

か。 

 

ディスカッション・ポイント 2 

事務局の「コメントの方向性（案）」について、ご質問やご意見があ

ればいただきたい。 

 

（論点：現金以外の対価） 

(公正価値の測定日) 

現行の関連規定及びTRG会議等において指摘された問題点 

28. 現行のIFRS第 15号では（Topic 606も同様）、財又はサービスの提供の対価として、

企業が顧客から現金以外の対価を受領する場合には、収益をその公正価値で測定す

ることが要求されている（IFRS第 15 号第 66 項）。この点について、いつの時点の

公正価値で測定するべきかが明確でない点が関係者から指摘された 10

(公正価値の変動が対価の形態とそれ以外の要因の双方から生じる場合) 

。 

29. また、非現金対価の公正価値の変動が、対価の形態（例：受領株式の市場価額の変

                                                   
10 TRG会議では公正価値の測定日として以下の 3つの代替的見解が示された。なお、この測定日とは、収

益金額を最終的に確定させる時点を意味している点に留意が必要である。すなわち、たとえば以下に記載

した見解２を採用した場合でも、関連する履行義務の充足に応じて、その時点の公正価値で収益がいった

ん認識されるが、事後的に現金以外の対価が受領又は受領可能となった時点で収益が再測定されることに

なる。 

 見解１：契約開始日時点 

 見解２：現金以外の対価が受領又は受領可能（対価は、受領する権利が無条件（対価の支払期限が到

来する前に、時の経過だけが要求される）となった時点で受領可能となる。）となった時点で測定さ

れる。 

 見解３：現金以外の対価が①受領又は受領可能となった時点、又は②関連する履行義務が充足された

時点のいずれか早い時点 
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動）とそれ以外の要因（例：企業のパフォーマンスにより受領する株式数が増減す

る場合）の双方から生じる場合に、変動対価の制限規定 11がどのように適用される

のかが明確でない点が指摘された。 

30. IASB は、本論点に関して修正を提案していない。 

本EDにおけるIASBの提案の概要 

31. IASB は、これらの論点は IFRS 第 2 号「株式に基づく報酬」や IAS 第 21 号「外国

為替レート変動の影響」と重要な関連性を有するものであり、基準を修正するには

将来において包括的な検討が必要であると判断したためである（本 ED BC100 項）。

また、米国会計基準と異なり、現行の IFRS では現金以外の対価の測定に関するガ

イダンスが存在しないため、IFRS第 15号で明確にされなくても、現在と比較して

実務上のばらつきを増大させることはない点に IASB は留意した。また、IASB は一

部の関係者との議論を通じて、当該論点が実務上重要な問題になるのは限定的であ

ると理解している旨が説明されている（本 ED BC102 項）。 

32. さらに IASB は、これらの論点が企業にとって重要であれば、採用した会計方針を

企業は開示するべきことに留意したとされている（本 ED BC102 項）。 

33. FASB は現金以外の対価の公正価値を契約開始時で測定することを要求するように、

基準の修正を予定している。また、変動対価の制限規定は、対価の形態以外の理由

で生じる変動可能性部分のみに適用されることを明確化する予定である。 

FASBの暫定決定 

34. 我が国において、現金以外の対価を受領する取引が限定的であると判断される場合

には、これらの論点は現時点で修正が必要な内容ではないと考えられる。我が国に

おいて、現金以外の対価を受領する取引がある場合にはどのような取引があるか、

それは一般的なものであるかに関して、各委員のご意見を頂きたい。 

コメントのための分析 

第 56 回収益認識専門委員会で聞かれた意見 

 他者ポイントによる決済は、現金以外の対価に含まれるか。 

 現金以外の対価を顧客から受領する取引の実務はほとんどないのではないか。 

                                                   
11 非現金対価の公正価値の変動が、対価の形態（例：受領株式の市場価額の変動）のみから生じる場合に

は変動対価の見積りの制限規定が適用にならないが、それ以外の要因（例：企業のパフォーマンスにより

受領する株式数の増減）のみから生じる場合には、変動対価の制限規定が適用になることが規定されてい

る（IFRS15.68）。 
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ディスカッション・ポイント 3 

事務局の「コメントのための分析」について、ご質問やご意見があれ

ばいただきたい。 

 

（論点：売上税の表示） 

35. 企業は、個々の売上税が第三者のために回収されるものか（この場合、収益に含ま

れない。）、それ以外のものか（この場合、収益に含まれる。）を判断することが要

求されている

現行の関連規定及びTRG会議等において指摘された問題点 

12。しかしながら、売上税及び売上税に類似のその他の税は、様々な

課税管轄地域で異なる内容の課税が行われており、それぞれの課税ごとにその実態

を分析し、純額表示すべきか、総額表示すべきかを個々に判断するのは、実務上過

度な負担を企業に生じさせるとの指摘が米国の関係者 13からなされた。 

36. IASB は、本論点に関して修正を提案していない。 

本EDにおけるIASBの提案の概要 

37. 次項に記載している FASBの暫定決定と同様の実務上の便法を追加せず、IASB が本

論点に関して修正を提案しない理由は以下のとおりである（本 ED BC108項）。 

 さまざまな法域での異なる税制下にある企業間や、同じ法域で異なるアプロー

チを選択する企業間での、収益の比較可能性を低下させることになる。 

 IFRSにおける従前の収益認識基準には、IFRS第 15号における要求事項と類似

した売上税に適用される要求事項が含まれていた。したがって、売上税が第三

者のために回収されるのかどうかの評価は、IFRS作成者にとっては新しい要求

ではない。 

 売上税（又は類似の税金）が、企業が課税当局のために顧客から回収する税金

                                                   
12 第三者のために回収する金額（例えば、一部の売上税）は取引価格から除外され、収益に含まれないこ

とが明確にされている（IFRS15.47）。 
13 従来の米国会計基準（Subtopic 605-45）では、適用範囲に含まれる売上税及び売上税に類似のその他の

税について、総額表示する又は純額表示する会計方針の適用を認めている。なお、これらの会計方針を選

択した場合には、採用した会計方針の開示が求められており、また、総額表示を選択し金額的重要性があ

る場合には、当該売上税等の金額も併せて開示することが求められている。 
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ではなく、企業に対する税金である場合には、取決めの経済実態を反映しない

ような収益認識モデルの例外を作り出すことになる。 

38. FASB は関係者から聞かれている懸念に対して、実務上の複雑性と適用コストを削

減する観点から、以下のとおり Topic 606 の基準を修正する暫定決定を行っている。 

FASBの暫定決定 

FASBの暫定決定 

Subtopic 605-45の対象となる売上税14

（※）ASBJスタッフ注：当該実務上の便法の選択は企業の任意であるため、選択しない場合には現行

のTopic 606の要求事項どおり、それぞれの課税ごとにその実態を分析し、純額表示すべきか、総額

表示すべきかを個々に判断することになる。また、Subtopic 605-45で認められていた総額表示の選

択は、売上を過大計上する可能性につながることから採用されないことになり、保守的な方法である、

すべて純額表示する実務上の便法のみが新たに使用できることとされた。 

については、すべて純額表示する実務上の便

法の使用を認める。（※） 

39. 当該問題点は米国基準適用企業にとって、従来の米国会計基準（Subtopic 605-45）

に比して判断すべき事項が増加し、実務上の負担が生じることが発端となっている。

一方、IFRS適用企業にとっては IAS 第 18号「収益」ではすでに同様の評価が求め

られており、IFRS第 15号の要求事項により追加的な実務上の負担は生じないと考

えられる。 

コメントのための分析 

40. また、本資料第 37項に記載した IASB による分析のとおり、実務上の便法を追加す

ることは、財務情報の価値を損なわせる可能性があり、その点で望ましくないと考

えられる。 

41. 一方で、例えば IFRS の適用を今後検討している我が国企業が米国に子会社を有す

る場合に、米国関係者からの指摘にあるように、上記判断にあたって重要な実務上

の困難さが生じる可能性も考えられる。このような場合には、費用対効果の観点か

ら、FASB の修正提案を検討する価値があると考えられる。そのため、FASB の修正

提案を採用しない場合には、総額又は純額の判断にあたって重要な実務上の困難さ

が生じる状況が想定されるかについて、各委員のご意見を頂きたい。 

                                                   
14 特定の収益生成取引と同時に発生し、政府機関によって課せられるものであり、企業を通じて顧客から

回収される税金である。これには、売上税の他、使用税、付加価値税及び一部の物品税なども含まれるが、

受領総額に課せられる税金や棚卸資産の調達過程で課せられる税金は除かれる。 
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 審議事項(4)-4 

RR 2015-40 
 

15 

 

ディスカッション・ポイント 4 

事務局の「コメントのための分析」について、ご質問やご意見があれ

ばいただきたい。 

 
以 上 
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